
令和８年度西海国立公園九十九島ビジターセンターＶＲ映像制作設置等業務に係る
業務の概要及び企画書作成事項
Ⅰ　仕様書（骨子）

１　業務の目的
西海国立公園鹿子前集団施設地区の九十九島ビジターセンター（鹿子前博物展示施設：長崎県佐世保市鹿子前町1053-2）は平成22年度に整備され、西海国立公園に関する案内解説や自然情報の提供など、自然とのふれあいの推進に取組んでいるところである。当該施設は九十九島パールシーリゾート内に位置し、年間10万人以上が訪れる観光拠点であることから、訪日外国人を含めた多数の公園利用者に対して情報発信を行う展示機能の強化が求められている。そこで、本業務は既存展示を補完する情報として、最新のデジタル技術による映像や音声、疑似体験等を活用した西海国立公園を紹介するＶＲコンテンツを制作するとともに、当該施設の展示の一部として多言語に対応した放映機材を設置して公園利用者へ提供することで、現地の滞在時間の延長や地域を訪れるリピーターの増加による国立公園の魅力向上や保護と利用の好循環を図るものである。
２　業務の内容
（1） 実写によるＶＲコンテンツの制作
・「ＶＲ等のコンテンツ制作技術活用ガイドライン2020」（2021.3月特定非営利活動法人映像産業振興機構）等を参考にしつつ、国立公園の利用者（外国人利用者を含む）に西海国立公園の魅力を伝える下記のＶＲコンテンツを制作する。コンテンツ数は５～６種類程度を想定する。
・撮影には高解像度ＶＲカメラを使用し、ドローン等を用いて空撮も行う。ＶＲコンテンツの映像のベースは実写による動画とし、撮影した実写映像に内容に応じて写真やイラストを挿入するなど、臨場感が得られる、あるいはより理解を深められる映像となるよう工夫するとともに、映像の補正等によりＶＲ酔い対策を施すこと。
・ＶＲコンテンツには、離島や海中など普段は立入れない区域の映像、ヘリやドローン等からの鳥瞰映像、季節限定で見られる景色の映像、地域特有のアクティビティ体験等、西海国立公園の地域の魅力を伝えられる映像を盛り込むこと。

（2） 実写によるＶＲ放映機材の設置
・老若男女、外国人を含めてより多くの利用者が安心・安全に楽しめるようなＶＲ放映機材（メディア）を選定のうえ、九十九島ビジターセンター（鹿子前博物展示施設）内の展示室内に設置する。また、イベント時に活用できる移動可能なＶＲ放映機材（例・ＶＲゴーグル等）についても設置を想定する。
・放映機材については制作するＶＲコンテンツを効果的に伝える機能を備えたものとするほか、施設の規模や立地、利用特性、利用動向予測等に加え、機材の耐久性や消費電力、感染予防を念頭に置いた接触が少ない機器といった維持管理等に関わる要素も考慮のうえで選定すること。
・制作した映像を放映するにあたり、利用者から施設管理協力費を徴収して、管理運営費用に補填する受益者負担の仕組みを導入し、映像放映機材に組み込むこと。

（３）ＶＲコンテンツの多言語化
制作したＶＲ映像の対応言語は日本語及び英語の２言語以上を基本とし、英語翻訳については、観光庁で実施した「地域観光資源の多言語解説整備支援事業」で作成したガイドライン『HOW TO 多言語解説文整備』や『地域観光資源の英語解説文作成のためのライティング・スタイルマニュアル』などの資料（https://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/kankochi/multilingual-kaisetsu.html）を参考に、直訳をせず、訪日外国人にもわかりやすい解説となるよう英語ネイティブを起用したライティングにより作成すること。その他の言語は翻訳アプリの精度向上等を踏まえ、基本的にデジタル技術を活用した対応も可とする。

３　業務履行期限
　　令和９年３月26日（金）までとする

４　成果物
請負者は、業務履行期限までに、以下の成果物を作成し、西海国立公園九十九島ビジターセンター（鹿子前博物展示施設）展示室内に設置し、動作確認も含めて現地で完了検査を受けることとする。
　・映像データリスト及び完成版映像を納めたＨＤＤ　１セット
・制作した映像をインストールしたＶＲ放映機材　　１式
・放映機器の操作方法をまとめた利用手順書　　　　　　　　３部
・映像制作や多言語化の業務内容をとりまとめた業務報告書　３部
・利用手順書・業務報告書を保存したＤＶＤ－Ｒ　３部

５　著作権等の扱い
（１）成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権（以下「著作権等」という。）は、環境省が保有するものとする。
（２）請負者は自ら制作・作成した著作物に対し、いかなる場合も著作者人格権を行使しないものとする。
（３）成果物の中に請負者が権利を有する著作物等（以下「既存著作物」という。）が含まれている場合、その著作権は請負者に留保されるが、可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、無償で既存著作物の利用を許諾する。
（４）成果物の中に第三者の著作物が含まれている場合、その著作権は第三者に留保されるが、請負者は可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、第三者から利用許諾を取得する。
（５）成果物納品の際には、第三者が二次利用できる箇所とできない箇所の区別がつくように留意するものとする。
（６）納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、請負者が当該既存著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。

６　情報セキュリティの確保
請負者は、以下の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。
（１）請負者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について九州地方環境事務所担当官（以下、｢環境省担当官｣という。）に書面で提出すること。
（２）請負者は、環境省担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。
　また、請負業務において請負者が作成する情報については、環境省担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。
（３）請負者は、環境省情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は請負者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて環境省担当官の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。
（４）請負者は、環境省担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。また、請負業務において請負者が作成した情報についても、環境省担当官からの指示に応じて適切に廃棄すること。
（５）請負者は、請負業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。
（参考）環境省情報セキュリティポリシー
http://www.env.go.jp/other/gyosei-johoka/sec-policy/full.pdf

７　その他
（１）請負者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、環境省担当官と速やかに協議し、その指示に従うこと。
（２）本業務を行うに当たって、入札参加希望者は、必要に応じて「雲仙温泉博物展示施設展示工事」に係る資料を、所定の手続を経て九州地方環境事務所内で閲覧することを可能とする。
　　　資料閲覧を希望する者は、以下の連絡先にあらかじめ予め連絡のうえ、訪問日時、閲覧希望資料を調整すること。
　　　ただし、コピーや写真撮影等の行為は禁止する。また、閲覧を希望する資料であっ　　ても、情報セキュリティ保護等の観点から提示できない場合がある。
　　　連絡先：九州地方環境事務所自然環境整備課（TEL:096-322-2414）
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（別添）
【九十九島ビジターセンター１階平面図】

【九十九島ビジターセンター２階平面図】


【九十九島ビジターセンター断面図】

Ⅱ　企画書作成事項

企画書は、以下の項目について、別紙様式に従い作成すること。

１　業務に対する理解度
　　本業務に対する理解度を審査するので、西海国立公園の特性や九十九島ビジターセンターの既設展示内容等を考慮して、①西海国立公園の利用者（外国人利用者を含む）に、新規制作するＶＲ映像等について訪日外国人にもわかりやすく地域の魅力を伝える内容とするために必要と考えられる条件、②公園利用者（外国人利用者を含む）への国立公園のPR、現地の滞在時間の延長や地域を訪れるリピーターの増加を図るために必要と考えられる条件を別紙様式Ａに従い記述すること。
２　業務実施方法等の提案
　　以下の提案事項について、別紙様式Ｂに従い記述すること。
　
1 [bookmark: _Hlk177031040]実写によるＶＲコンテンツの制作
既設展示内容を考慮しつつ、利用者（外国人利用者を含む）に西海国立公園の魅力を伝えるために効果的と考えられるＶＲコンテンツを以下のテーマを参考に５点以上提案し、その内容と撮影手法、撮影時期について、その選定理由とともに具体的に提案すること。
1） 到達が困難な場所や普段立ち入れない場所のコンテンツ
2） ドローン等による鳥瞰視点のコンテンツ
3） 季節特有の景観を楽しめるコンテンツ
4） 地域の魅力が伝わるコンテンツ、地域特有の体験のコンテンツ

2 [bookmark: _Hlk177031083]ＶＲ放映機材の選定
九十九島ビジターセンター（鹿子前博物展示施設）の展示室内に設置するＶＲ映像展示の放映機材について選定すること。機材は老若男女、外国人を含めてより多くの利用者が安心・安全に楽しめ、かつ維持管理しやすいシステムを選定し、設置する放映機材とその配置、放映方法、納期、管理運営にかかる概算費用、受益者負担の仕組み等について、その選定理由とともに具体的に提案すること。
放映機材については制作するＶＲコンテンツを効果的に伝える機能を備えたものとするほか、施設の規模や立地、利用特性、利用動向予測等に加え、機材の耐久性や消費電力、感染予防を念頭に置いた接触が少ない機器といった維持管理等に関わる要素も考慮のうえで選定すること。
また、イベント等で活用できる移動可能なＶＲ放映機材についても提案を行うこと。

3 ＶＲコンテンツの多言語化
ＶＲコンテンツについては２言語以上の言語に対応することとし、英語についてはよりわかりやすい解説内容となるようネイティブのライティングによる翻訳を行うものとする。その他言語についても同様に翻訳を行うこととし、その対応言語と翻訳の具体的手順について、提案すること。


３　業務実施フロー
　  業務実施フローを別紙様式Ｃに従い記述すること。

４　業務実施体制
　　配置予定の管理技術者の経歴、手持ち業務等を別紙様式Ｄ－１に、業務の内容ごとの　業務従事者の配置、役割分担等を別紙様式Ｄ－２に従い、記述すること。

５　業務実績
　　過去５年間で実施した、公共施設における映像展示制作を含む業務又は工事の実績について、別紙様式Ｅに従い記述すること。

６　組織の環境マネジメントシステム認証取得等の状況
　　別紙様式Ｆに従い 、事業者の経営における主たる事業所（以下「本社等」という。）でのＩＳＯ14001、エコアクション21、エコステージ、地方公共団体による認証制度等の第三者による環境マネジメントシステム認証取得の有無を記載し、有の場合は当該認証の名称を記載するとともに、証明書の写しを添付すること。ただし、企画書提出時点において認証期間中であること。
　　又は現在は認証期間中でないが過去に第三者による環境マネジメントシステム認証を受けたことがあり、現在は本社等において自社等による環境マネジメントシステムを設置、運営等している場合は、過去の認証及び現在の環境マネジメントシステムの名称を記載するとともに、 過去の認証の証明書及び現在の環境マネジメントシステムの設置、運営等に係る規則等の写しを添付すること。

７　組織のワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等取得状況
　　別紙様式Ｇに従い、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（以下「女性活躍推進法」という。）、次世代育成支援対策推進法（以下「次世代法」という。）、青少年の雇用の促進等に関する法律（以下「若者雇用推進法」という。）に基づく認定等（プラチナえるぼし認定、えるぼし認定等、プラチナくるみん認定、くるみん認定、ユースエール認定）の有無を記載し、有の場合は当該認定等の名称を記載するとともに、認定通知書等の写しを添付すること。ただし、企画書提出時点において認定等の期間中であること。
　

（別紙様式Ａ）

業務に対する理解度

　西海国立公園の特性や九十九島ビジターセンターの既設展示内容等を考慮して、①西海国立公園の利用者（外国人利用者を含む）に、新規制作するＶＲ映像等について訪日外国人にもわかりやすく地域の魅力を伝える内容とするために必要と考えられる条件、②公園利用者（外国人利用者を含む）への国立公園のPR、現地の滞在時間の延長や地域を訪れるリピーターの増加を図るために必要と考えられる条件をご提案ください。
	



注　本様式はＡ４版２枚以内とする。

（別紙様式Ｂ）

業務の実施方法等の提案


1 実写によるＶＲコンテンツの制作
既設展示内容を考慮しつつ、利用者（外国人利用者を含む）に西海国立公園の魅力を伝えるために効果的と考えられるＶＲコンテンツを以下のテーマを参考に５点以上提案し、その内容と撮影手法、撮影時期について、その選定理由とともに具体的に提案すること。
1） 到達が困難な場所や普段立ち入れない場所のコンテンツ
2） ドローン等による鳥瞰視点のコンテンツ
3） 季節特有の景観を楽しめるコンテンツ
4） 地域の魅力が伝わるコンテンツ、地域特有の体験のコンテンツ
	1） 到達が困難な場所や普段立ち入れない場所のコンテンツ

2） ドローン等による鳥瞰視点のコンテンツ

3） 季節特有の景観を楽しめるコンテンツ

4） 地域の魅力が伝わるコンテンツ、地域特有の体験のコンテンツ




注　本様式は全項目合計でＡ４版８枚以内に記載すること。

2 ＶＲ放映機材の選定
九十九島ビジターセンター（鹿子前博物展示施設）の展示室内に設置するＶＲ映像展示の放映機材について選定すること。機材は老若男女、外国人を含めてより多くの利用者が安心・安全に楽しめ、かつ維持管理しやすいシステムを選定し、設置する放映機材とその配置、放映方法、納期、管理運営にかかる概算費用、受益者負担の仕組み等について、その選定理由とともに具体的に提案すること。
放映機材については制作するＶＲコンテンツを効果的に伝える機能を備えたものとするほか、施設の規模や立地、利用特性、利用動向予測等に加え、機材の耐久性や消費電力、感染予防を念頭に置いた接触が少ない機器といった維持管理等に関わる要素も考慮のうえで選定すること。
また、イベント等で活用できる移動可能なＶＲ放映機材についても具体的に提案を行うこと。
	



4 ＶＲコンテンツの多言語化
ＶＲコンテンツについては２言語以上の言語に対応することとし、英語についてはよりわかりやすい解説内容となるようネイティブのライティングによる翻訳を行うとともに、その他言語も必要に応じて同様に翻訳を行なうこととし、その対応言語と翻訳の具体的手順について、提案すること。
	




（別紙様式Ｃ）

業務全体の実施フロー

	
時　期
	
業　務　内　容

	





























	






























	
	


注　本様式はＡ４版１枚に記載すること。

（別紙様式Ｄ－１）

業務実施体制（配置予定管理技術者）
管理技術者
	氏　　名
	
	生年月日
	

	所　属
役　職
	

	経験年数（うち本業務の類似業務の従事年数）

	
	
	　　　　　　　年（　　　　　　　年）

	　学　歴
（卒業年次/学校種別/専攻）
	


	従事技術分野の経歴（直近の順に記入）

	１）　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月～　　年　　月（　年　ヶ月）
２）　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月～　　年　　月（　年　ヶ月）
３）　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月～　　年　　月（　年　ヶ月）

	主な手持ち業務の状況（手持ち業務の総数：令和６年　月　日現在　　　件）

	業　務　名
	発　注　機　関
	履行期間
	契約金額

	





	





	





	






	主な業務実績

	業務名
	
	　契約金額
	

	発注機関
	
	　履行期間
	

	○業務の概要





	保　有　資　格

	○主な資格（技術士など）




注１　本様式はＡ４版１枚に記載すること。
注２　手持ち業務は、契約金額が500万円以上の業務を対象とし、受注決定後未契約のものがある場合は、参考見積金額を契約金額と想定するものとすること。


（別紙様式Ｄ－２）

業務実施体制（業務従事者の配置、役割分担等）


	

























注１　本様式はＡ４版１枚以内とする。
注２　業務の内容ごとに担当するチームの構成、役割分担、配置予定者の氏名、役職及び簡単な経歴を記載し、またそのメンバーとした理由を併せて記載する。


（別紙様式Ｅ）

過去５年間で実施した、公共施設における映像展示制作を含む業務または工事実績

	業務名または工事名
	
	
	

	発注機関
（名称、住所）
	

	

	


	（受託企業名）
	
	
	

	（受託形態）
	
	
	

	履行期間
	
	
	

	業務（工事）の概要








	








	








	









	技術的特徴









	









	









	










	予定管理技術者の従事の有無
	

	

	



注１　本様式は、Ａ４版４枚以内に記載すること。
注２　業務（工事）名は10件まで記載できるものとする。
注３　受託形態の欄には、元請受注か下請受注かの区別を記載すること。
注４　業務（工事）の概要の欄には、業務（工事）内容を具体的かつ簡潔に記載すること。
注５　技術的特徴の欄には、本業務（工事）に関連する点を記載すること。
注６　実績を証明するものとして、元請の場合は契約書写し、下請の場合は注文・請書写しを添付すること。

                                                                   （別紙様式Ｆ）


組織の環境マネジメントシステム認証取得等の状況

　（①現在認証中である場合、②現在まで認証を受けたことがない場合又は③過去に認証を受けたことはあるが現在環境マネジメントシステムを継続していない場合）
	
認証の有無：


	
認証の名称：            （認証期間：○年○月○日～○年○月○日 ）




注１　現在認証中である場合、証明書の写しを添付すること。
注２　認証は、事業者の経営における主たる事業所（以下「本社等」という。）において取得しており、かつ、提案書提出時点において期間中であるものに限る。

（現在は認証期間中でないが過去に第三者による環境マネジメントシステム認証を受けたことがあり、現在は本社等において自社等による環境マネジメントシステムを設置、運営等している場合）
	
過去に受けていた認証の名称：            
（認証期間：○年○月○日～○年○月○日 ）


	
現在の環境マネジメントシステムの名称：



注１　過去に認証を受けた証明書及び現在の環境マネジメントシステム設置、運営等に係る規則等の写しを添付すること。
注２　証明書及び規則等は、本社等において取得し、又は設置、運営等しているものに限る。







                                                                  
　（別紙様式Ｇ）

　　　　　組織のワーク･ライフ･バランス等の推進に関する認定等取得状況

	
認定等の有無：


	
認定等の名称：          （認定段階：                       　　 ）
                         （計画期間：○年○月○日～○年○月○日 ）




注１　プラチナえるぼし認定、えるぼし認定、プラチナくるみん認定、くるみん認定、ユースエール認定については認定通知書の写しを、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画（策定義務のない事業主（常時雇用する労働者が100人以下のもの）が努力義務により届出たものに限る。）については労働局の受付印のある一般事業主行動計画策定届の写しを添付すること。
注２　くるみん認定については認定等の名称に新基準（改正後認定基準（令和４年４月１日施行）により認定）のものであるか旧基準（改正前認定基準又は改正省令附則第２条第３項の経過措置により認定）のものであるか明記すること。
注３　認定段階についてはえるぼし認定の認定段階（１～３）を、計画期間については女性の職業生活における活躍の推進に関する法律及び次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画に示された計画期間を明記すること。
注４　本社等において取得しており、かつ、企画書提出時点において認定等の期間中であるものに限る。
注５　内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、ワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認通知書（内閣府男女共同参画局長の押印があるもの）の写しを添付すること。
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